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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年8月25日(2009.8.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　血流を許容および阻止するために、環状口および複数の弁尖を含む弁組織から構成され
る心臓弁の機能を改善するための機器であって、
機器活性化形状及び不活性化形状のいずれかを取るように操作が可能な形状記憶材料によ
り少なくとも一部が形成される支持部材と、
前記支持部材の方向に制限作用を実施するように配置される制限部材と、
を備え、
　前記支持部材は、弁の一側に当接し、前記形状記憶材料が前記活性化形状を取る一方、
前記制限部材は前記支持部材の方向に対し制限作用を及ぼす際、弁の少なくとも一部の形
状に合致するように配置され、
　前記制限部材は、機器が患者の体内に埋め込まれると分解される生物分解性材料から形
成され、制限部材の分解により制限作用が取り除かれ、前記支持部材が所定の方向に変化
することができる、
　機器。
【請求項２】
　前記支持部材は、該支持部材の選択部分において誘発加熱を受容することによって、活
性化形状に転位させられるように配置される、
請求項１に記載の機器。
【請求項３】
　前記支持部材は、制限作用が取り除かれると、曲率半径減少となるように配置される、
請求項１又は２に記載の機器。
【請求項４】
　前記制限部材は、患者の体内における分解速度を調節するように形成される、
請求項１～３のいずれか１項に記載の機器。
【請求項５】
請求項１～４のいずれか１項に記載の機器であって、
前記支持部材は、第１支持部材であり、
少なくとも一部が前記形状記憶材料で形成され、前記第１支持部材に接続される第２支持
部材を備え、
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前記第２支持部材は、前記形状記憶材料が前記活性化形状を取ると、弁組織の一部が前記
第１および第２支持部材の間に捕捉されるように、弁の対向側に当接するように構成され
る、
機器。
【請求項６】
　前記第１および第２支持部材は、ループ状である、
請求項５に記載の機器。
【請求項７】
　前記第１および第２支持部材は、Ｄ-型状である、
請求項６に記載の機器。
【請求項８】
　第２支持部材の外方境界部は、第１支持部材の外方境界部よりも大きい、
請求項６又は７に記載の機器。
【請求項９】
　ループ状の前記第１支持部材は、ループ状の第２支持部材と連続しコイル形状を形成す
る、
請求項６～８のいずれか１項に記載の機器。
【請求項１０】
　血流を許容および阻止するために、環状口および複数の弁尖を含む弁組織から構成され
る心臓弁の機能を改善するための機器であって、
　弁の一側に当接するように構成され、弁の環状口の少なくとも一部の形状に合致するよ
うに配置される支持部材を備え、
　前記支持部材は、該支持部材の少なくとも一部の断面の増大に付随して該支持部材の長
さが短縮するような形状変化に対する固有の適応性を有し、
　前記支持部材は、弁の環状口の少なくとも一部の形状に合致すると該支持部材が所定の
方向に形状が変化し、該支持部材の断面の拡大に影響されやすい、
　機器。
【請求項１１】
　前記支持部材は、形状が変化する際に、曲率半径減少となるように配置される、
請求項１０に記載の機器。
【請求項１２】
　請求項１０又は１１に記載の機器であって、
　前記支持部材は、第１支持部材であり、
前記第１支持部材に接続される第２支持部材を備え、
前記第２支持部材は、弁組織の一部が前記第１及び第２支持部材の間に捕捉されるように
弁の対向側に当接するように構成され、かつ、弁の環状口の少なくとも一部の形状に合致
するように配置され、
前記第２支持部材は、該支持部材の少なくとも一部の断面の増大に付随して該支持部材の
長さが短縮するような形状変化に対する固有の適応性を有する、
機器。
【請求項１３】
　前記第１および第２支持部材は、ループ状である、
請求項１２に記載の機器。
【請求項１４】
　前記第２支持部材の外方境界部は、前記第１支持部材の外方境界部よりも大きい、
請求項１３に記載の機器。
【請求項１５】
　ループ状の前記第１支持部材は、ループ状の前記第２支持部材と連続し、コイル形状を
形成する、
請求項１３又は１４に記載の機器。
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【請求項１６】
　前記第１及び第２支持部材は、管状である、
請求項１２～１５のいずれか１項に記載の機器。
【請求項１７】
　前記第１及び第２支持部材は、Ｕ-型断面を有する、
請求項１２～１５のいずれか１項に記載の機器。
【請求項１８】
　前記第１及び第２支持部材は、支持部材の少なくとも一部の断面を拡大するために、そ
の内部にバルーンを受容できる、
請求項１６又は１７に記載の機器。
【請求項１９】
　前記第１および第２支持部材は、ベルト状である、
請求項１２～１５のいずれか１項に記載の機器。
【請求項２０】
　前記第１および第２支持部材は、メッシュ様構造体から形成される、
請求項１２～１９のいずれか１項に記載の機器。
【請求項２１】
　血流を許容および阻止するために、環状口および複数の弁尖を含む弁組織から構成され
る心臓弁の機能を改善するための機器であって、
　第１活性化形状、第２活性化形状及び不活性化形状のいずれかをとるように操作が可能
な形状記憶材料により少なくとも一部が形成される支持部材を備え、前記支持部材は、弁
の一側に当接するように構成され、前記形状記憶材料が前記第１活性化形状をとると、弁
の環状口の少なくとも一部の形状に合致するように配置され、
　前記支持部材は、前記形状記憶材料が前記第２活性化形状をとると、弁の環状口に再合
致するために所望の方向に変更するように構成され、
　前記形状記憶材料は、形状記憶材料が第１温度に加熱されると前記第１活性化形状をと
り、形状記憶材料がさらに第２温度に加熱されると、前記第２活性化形状を取るように配
置される、
機器。
【請求項２２】
　前記支持部材は、形状が変化する際に曲率半径減少となるように配置される、
請求項２１に記載の機器。
【請求項２３】
　請求項２１又は２２に記載の機器であって、
　前記支持部材は、第１支持部材であり、
前記第１支持部材に接続される第２支持部材を備え、
前記第２支持部材は、弁の一側に当接するように構成され、前記形状記憶材料が前記第１
活性化形状を取ると、弁の環状口の少なくとも一部の形状に合致するように配置され、
弁組織の少なくとも一部が前記第１及び第２支持部材の間に捕捉されて前記形状記憶材料
が前記第２活性化形状を取ると、弁の環状口を再構築するために、所望の方向に変更する
、
機器。
【請求項２４】
　前記第１及び第２支持部材は、ループ状である、
請求項２３に記載の機器。
【請求項２５】
　前記第２支持部材の外方境界部は、前記第１支持部材の外方境界部よりも大きい、
請求項２４に記載の機器。
【請求項２６】
　ループ状の前記第１支持部材は、ループ状の前記第２支持部材と連続しコイル形状を形
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成する、
請求項２４又は２５に記載の機器。
【請求項２７】
　血流を許容および阻止するために、環状口および複数の弁尖を含む弁組織から構成され
る心臓弁の機能を改善するための機器であって、
　活性化形状及び不活性化形状のいずれかをとるように操作が可能な形状記憶材料により
少なくとも一部が形成される支持部材と、
前記支持部材の方向に制限作用を実施するように配置される制限部材と、
を備え、
　前記支持部材は、弁の一側に当接し、前記形状記憶材料が前記活性化形状を取る一方、
前記制限部材は前記支持部材の方向に対し制限作用を及ぼす時、弁の少なくとも一部の形
状に合致するように配置され、
　前記制限部材は、前記支持部材から脱離可能であり、それによって制限作用が解除され
、前記支持部材が所定の方向に変化することができる、
　機器。
【請求項２８】
　前記支持部材は、該支持部材の選択部分において誘発加熱を受容することによって活性
化形状に転位させられるように配置される、
請求項２７に記載の機器。
【請求項２９】
　前記支持部材は、制限作用が取り除かれると曲率半径減少となるように配置される、
請求項２７又は２８に記載の機器。
【請求項３０】
　請求項２７～２９のいずれか１項に記載の機器であって、
　前記支持部材は、第１支持部材であり、
少なくとも一部が前記形状記憶材料で形成され、前記第１支持部材に接続される第２支持
部材を備え、
前記第２支持部材は、弁の対向側に当接するように構成され、前記形状記憶材料が前記活
性化形状をとると、弁組織の一部が前記第１及び第２支持部材の間に捕捉される、
機器。
【請求項３１】
　前記第１及び第２支持部材は、ループ状である、
請求項３０に記載の機器。
【請求項３２】
　前記第１及び第２支持部材は、Ｄ-型状である、
請求項３１に記載の機器。
【請求項３３】
　前記第２支持部材の外方境界部は、前記第１支持部材の外方境界部よりも大きい、
請求項３１又は３２に記載の機器。
【請求項３４】
　ループ状の前記第１支持部材は、ループ状の前記第２支持部材と連続しコイル形状を形
成する、
請求項３０～３３のいずれか１項に記載の機器。
【請求項３５】
　前記制限部材は、支持部材の異なる位置の間に延びる１又は２以上のピン又棒を含み、
これらの位置同士が互いに一定距離に強制される、
請求項２７～３４のいずれか１項に記載の機器。
【請求項３６】
　前記支持部材は、管状であり、
前記制限部材は、細長であり、前記制限活動を実行するために、管状支持部材の中を延長



(5) JP 2009-506866 A5 2009.10.15

可能とされる、
請求項２７～３４のいずれか１項に記載の機器。
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